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岩国基地再編案に関する補足検討結果

（平成１８年６月 岩国基地沖合移設対策室）

第１ はじめに

この検討結果は、本年２月の「岩国基地再編案に関する検討結果」取りまとめ

後、日米審議官級協議を経て「最終報告」に新たに盛り込まれた岩国基地に関す

る内容を中心に、先の「検討結果」をベースとして、国からの説明及び照会事項

に対する回答を踏まえ、県において確認作業を行ったものを客観的に分析し、整

理したものである。

第２「中間報告」合意後の経緯

平成17年10月29日 「日米安全保障協議委員会」（「２プラス２」）の開催及び

「中間報告」の合意・公表

平成18年２月24日 県が「岩国基地再編案に関する検討結果」を公表

平成18年２月28日 ２月県議会定例会議案説明で知事が県の見解を表明

平成18年３月23日 知事が国へ「米軍岩国基地再編案に係る要望書」を提出

平成18年４月28日 防衛施設庁長官が来庁の上、「中間報告」以降の日米審

議官級協議で合意された内容と「最終報告」に向けた見

通しについて説明

平成18年５月１日 「日米安全保障協議委員会」（「２プラス２」）の開催及び

「再編実施のための日米のロードマップ」（「最終報告」）

の合意・公表

平成18年５月12日 広島防衛施設局長が来庁の上、「最終報告」について説

明

平成18年５月15日 防衛施設庁長官が来庁の上、再編への理解と協力を要請
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第３ 岩国基地の再編の概要
（※は「最終報告」に新たに盛り込まれた内容）

Ⅰ 空母艦載機の厚木飛行場から岩国飛行場への移駐

１ 移駐機数：５９機
ＦＡ－１８Ｃ／Ｅ／Ｆホーネット戦闘攻撃機 ４９機
ＥＡ－６Ｂプラウラー電子戦機 ４機
Ｅ－２Ｃホークアイ早期警戒機 ４機

※Ｃ－２グレイハウンド輸送機 ２機

２ 移駐人員
部隊：約１，９００名、家族：約１，７００名
コミュニティ・サポートに従事する民間人：約２００名
（注）コミュニティ・サポートとは、学校、病院、育児所、売店等の支援施設をいう。

※Ⅱ ＫＣ－１３０空中給油機の普天間飛行場から岩国飛行場への移駐

１ 移駐機数：１２機

２ 移駐人員
部隊：約３００名、家族：確認中
コミュニティ・サポートに従事する民間人：約４０名

Ⅲ 騒音等の負担に対する主な軽減措置

１ 海上自衛隊航空機（ＥＰ－３／ＵＰ－３／ＯＰ－３、Ｕ－３６Ａ）１７機を
厚木飛行場に移駐
・移駐人員
部隊：約７００名、家族：約９００名

※２ ＣＨ－５３Ｄヘリコプター８機を岩国飛行場からグアムへ移駐
・移駐人員
部隊：約１８０名、家族：確認中

※３ ＫＣ－１３０はローテーションで海上自衛隊鹿屋基地やグアムに展開

４ 岩国・嘉手納・三沢基地の米軍航空機訓練の一部を航空自衛隊千歳基地等の
６基地へ移転（分散）

５ 空母艦載機離発着訓練については引き続き硫黄島訓練を実施
（いわゆる低騒音機（Ｅ－２Ｃ・Ｃ－２）は岩国基地において実施）

（注）この分析結果では３と４の事項は、具体的な内容が国から未回答のため考慮していない。

Ⅳ 岩国飛行場への移駐の時期

空母艦載機については２０１４年（平成２６年）までに完了することとしている。
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第４ 新たな内容に係る質問・照会等に対する国からの回答

Ⅰ 国への質問・照会等

これまで国に対して、随時、質問・照会等を行うとともに、４月２８日、防衛施

設庁長官来庁の際には、騒音予測コンターや移駐人員等について具体的な説明を受

けた。

Ⅱ 国からの回答のポイント

【①新たに「最終報告」に盛り込まれた理由】

ＫＣ－１３０空中給油機の岩国への移駐等が、新たに「最終報告」に盛り込ま

れた理由について

〔ＫＣ－１３０空中給油機〕

○ 鹿屋基地については、主たる給油対象である海兵隊ヘリコプター部隊が所在する

沖縄から近く、また、ＫＣ－１３０を運用可能な地積を有していること等から、Ｋ

Ｃ－１３０の移駐先として具体的な検討を実施してきたところである。

○ その過程で、所要人員、施設、維持管理コストなどについて、米側内部及び日米

間で詳細な検討がなされた結果、鹿屋に１個飛行隊が常駐する場合には、約３００

人の部隊の人員に加え、さらに支援要員が多数必要になることなどから、ＫＣ－１

３０はＳＡＣＯの勧告どおりに岩国に移駐することが、米軍の運用効率の観点から

最も適当であるとの結論に至り、日米審議官級協議において実質的に合意したもの

である。

○ ただし、岩国飛行場における運用の増大による影響を緩和するとの観点等もあり、

同部隊はローテーションで鹿屋やグアムに展開することを日米間で実質的に合意

し、更に、ＫＣ－１３０が岩国に移駐することになったことを踏まえ、輸送ヘリ飛

行隊（ＣＨ－５３Ｄ×８機）をグアムに移転する。

○ これらは、ＫＣ－１３０の移駐先について、昨年１０月の「２＋２」共同文書の

基本的な考え方に従い真摯に検討した結果であり、同文書に反するものではなく、

また、岩国・鹿屋双方の周辺住民の生活環境にも十分配慮したものであることを御

理解願いたい。

〔Ｃ－２輸送機〕

○ 昨年１０月の「２＋２」共同文書において、空母艦載ジェット機とＥ－２Ｃ飛行

隊の岩国飛行場への移駐を勧告し、Ｃ－２は、他の空母艦載ヘリ部隊と同様、空母
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が入港する横須賀に近い厚木飛行場に引き続き維持しておくことを想定していたと

ころである。

○ しかしながら、その後、Ｃ－２の輸送所要について米側において詳細な分析が行

われた結果、Ｃ－２輸送機を空母艦載部隊の司令部が移駐する岩国飛行場に配備し

た方が、米側の運用上より効率的であるとの結論に達し、空母艦載ジェット機等と

共に岩国へ移駐することで実質的に合意したものである。

〔ＣＨ－５３Ｄヘリコプター〕

○ ＣＨ－５３Ｄについては、米国における同時多発テロの発生を契機として、アジ

ア・太平洋地域において不測事態が発生した場合における人道支援・災害救助活動

等により迅速かつ的確に対応し得る態勢を維持するために岩国に配備されていた

が、今般の米軍再編における第３海兵機動展開部隊司令部等のグアム移転、空母艦

載機部隊の岩国移駐及びＫＣ－１３０の岩国移駐などの状況の変化を踏まえ、また、

岩国飛行場における運用の増大を緩和する措置として、グアムに移駐することで実

質的に合意したものである。

【②ＫＣ－１３０の移駐時期】

普天間基地の全面返還に係る諸条件が整う前の先行移駐は認められないという

山口県の立場を踏まえた、ＫＣ－１３０の移駐時期について

○ ＫＣ－１３０の移駐は、普天間飛行場の移設に際して、同飛行場の有する機能の

うち、空中給油機（ＫＣ－１３０）に関する機能を確保するために行うものであり、

同移駐は、普天間代替施設の見通しが立った後に行われると考えられる。

○ なお、「普天間代替施設建設の見通しが立つ段階」とは、一般的には普天間代替

施設が完成し、現在普天間飛行場に所在する航空機等が移駐することの目処が立っ

た時期になるものと考えられるが、いずれにせよ、ＫＣ－１３０の具体的な移駐日

程については、引き続き米側と調整する考えである。

【③ＫＣ－１３０のローテーション】

「ローテーションで海上自衛隊鹿屋基地やグアムに展開」の意味と具体的内容

（場所、日数、訓練内容等）について

○ ＫＣ－１３０の部隊における訓練の運用については、一部の航空機（２～３機）

が、岩国飛行場から海上自衛隊鹿屋基地に展開して離着陸訓練を行うほか、鹿屋基

地やグアムに一定期間展開し、訓練空域等で空中給油訓練等を行うことを意味する

が、展開する日数などについては、その時々の状況によるものと考えられ、確定的

に申し上げることは困難である。
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【④Ｃ－２によるＮＬＰ】

Ｃ－２輸送機によるＮＬＰの実施について

○ Ｃ－２が岩国に移駐した場合、空母艦載機離発着訓練のための恒常的な施設が特

定されるまでの間、現在の暫定的な措置に従うことで合意していることから、厚木

基地と同様の措置がとられ、いわゆる低騒音機であるＣ－２の空母艦載機離発着訓

練も岩国飛行場で実施されるものと考えている。

○ ＮＬＰ実施時のｄＢ（Ａ）コンターについては、騒音レベルがＣ－２とＥ－２Ｃ

は同レベルであり、飛行コースも同様と考えられることから、昨年１２月にお示し

したＥ－２ＣによるＮＬＰの際のｄＢ（Ａ）コンターと同様である。

【⑤ＣＨ－５３Ｄの岩国への配備目的】

「人道支援・災害活動支援・一般市民等の待避支援を迅速に可能にする」とい

う配備目的とグアム移駐との関連について

○ ＣＨ－５３Ｄについては、米国における同時多発テロの発生を契機として、アジ

ア・太平洋地域において不測事態が発生した場合における人道支援・災害救助活動

等により迅速かつ的確に対応し得る態勢を維持するために岩国に配備されていた

が、今般の米軍再編における第３海兵機動展開部隊司令部等のグアム移転、空母艦

載部隊の岩国移駐及びＫＣ－１３０の岩国移駐などの状況の変化を踏まえ、また、

岩国飛行場における運用の増大を緩和する措置として、グアムに移駐することで合

意したものである。

○ ＣＨ－５３Ｄについては、以上のような理由から、その配備場所をグアムに変更

するものであるが、アジア・太平洋地域における不測事態が発生した場合における

人道支援・災害救助活動等により迅速かつ的確に対応し得る米軍全体の態勢には、

変化はない。

【⑥恒常的な空母艦載機離発着訓練施設の建設】

岩国基地への恒常的な空母艦載機離発着訓練施設の建設について

○ 日本政府としては、現段階で恒常的な空母艦載機離発着訓練施設の整備場所を特

定しているものではない。また、岩国飛行場滑走路の１ｋｍ沖合への移設後におけ

る空母艦載機離発着訓練の実施については、従来からご説明しているとおり、低騒

音機を除き、引き続き暫定措置に従い硫黄島で実施することにしている。政府とし

ては、岩国飛行場に恒常的な空母艦載機離発着訓練施設を建設する考えはない。
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【⑦訓練の分散】

訓練の分散に関する地元との調整状況、具体的な負担軽減の内容について

○ 訓練の移転については、当面、移転元の基地を嘉手納、三沢及び岩国の３飛行場

とし、移転先を千歳、三沢、小松、百里、築城及び新田原の６基地とする。同訓練

は、自衛隊との共同訓練として実施し、平成１９年度から毎年、移転訓練の計画を

作成する。

なお、１８年度の移転訓練については、必要に応じて、同年度に計画を作成する。

【⑧訓練空域】

ＫＣ－１３０・Ｃ－２の岩国移駐及びＣＨ－５３Ｄのグアム移駐による訓練空

域への影響について

○ 具体的な訓練空域の整備については、米軍及び自衛隊双方の航空機の十分な即応

態勢を維持し得ることを前提に、また、安全で円滑な航空機の通航の確保にも十分

配慮しつつ、今後、日米合同委員会の枠組みにおいて協議していくことで、日米間

で合意している。

【⑨騒音の状況】

ＫＣ－１３０の移駐等に伴う騒音の状況について

○ ＫＣ－１３０の移駐等を考慮した騒音状況については、ＣＨ－５３Ｄがグアムに

移駐することにより、「１日の標準的な飛行回数」は差し引き１１回の減少（ＫＣ

－１３０：１９回、ＣＨ－５３Ｄ：▲３０回）となり、これを踏まえ作成した騒音

予測コンターによれば、ＫＣ－１３０とＣＨ－５３Ｄの騒音レベルがほぼ同程度で

あることから、当初予測した騒音状況とほぼ同程度となっている。更にＫＣ－１３

０はローテーションで海上自衛隊鹿屋基地やグアムに展開することを考慮すると、

騒音状況はこれと同等か、それ以下になると予想される。

【⑩飛行経路】

ＫＣ－１３０とＣ－２の飛行経路及び米側との調整について

○ ＫＣ－１３０の飛行経路は、その諸元等からプロペラ機（Ｐ－３Ｃ等）の飛行経

路と同様である。また、Ｃ－２の飛行経路は、その諸元等から、プロペラ機（Ｅ－

２Ｃ）と同様である。

なお、移駐後における両航空機の飛行経路については、米側の確認がとれている

ものである。
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【⑪訓練空域・岩国レーダー進入管制空域】

「訓練空域・岩国レーダー進入管制空域の調整」に係る具体的な調整内容及び

調整スケジュールについて

○ 空母艦載機の移駐や岩国における民間空港再開等に対応するため、現在の訓練空

域及び米軍が管理している岩国レーダー進入空域については、米軍、自衛隊及び民

間航空の訓練及び運用上の所要を安全に満たすべく調整される予定であり、具体的

には、今後、日米合同委員会の枠組みにおいて協議していくことで日米間で合意し

ている。

【⑫追加施設等】

「岩国飛行場に配置される米海軍及び米海兵隊部隊、並びに民間空港の活動を

支援するために必要な追加施設、インフラ及び訓練区域の整備」について

○ 空母艦載機部隊移駐のための必要な追加的施設等については、日米間で平成１８

年度において、包括的な施設整備のマスタープランを作成することとしており、そ

の結果を踏まえて、可能な限り御説明する。
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第５ 「最終報告」に新たに盛り込まれた内容の基地周辺への影響について

Ⅰ 騒音に関する事項

１ 「航空機騒音予測コンター」について

防衛施設庁において、前回示されたデータに加え、今回新たに盛り込まれた航空機の、

航空機騒音データ、飛行経路、１日の標準的な飛行回数を勘案した上で、新たに航空機

騒音予測コンターを作成。

(1)航空機騒音データ

対象機種ごとに調査した騒音データをもとに、航空機からの距離と騒音レベル

（dB(A)）との関係を示すデータを作成。

(2)飛行経路

基本的には沖合移設に伴う環境影響評価（Ｈ７アセス調査）の際に米軍と調整の上

想定した、滑走路を沖合に移設した際における標準的な飛行経路を設定しており、移

駐後における飛行経路については、米側の確認がとれているものである。

(3)１日の標準的な飛行回数

前回示された再編後の「１日の標準的な飛行回数」４００回に、普天間基地から岩

国基地に移駐するＫＣ－１３０の飛行回数１９回を加え、岩国基地からグアムに移駐

するＣＨ－５３Ｄの飛行回数３０回を減じた結果、再編後の「１日の標準的な飛行回

数」を３８９回と設定。（Ｃ－２の飛行回数はＥ－２Ｃの飛行回数に既に算入済）

なお、この飛行回数の設定に当たっては、「最終報告」に記載されている航空機の

「訓練移転」やＫＣ－１３０の「ローテーションによる展開」は勘案されていない。

① 前回示された再編後の１日の標準的な飛行回数 ４００回

② 普天間から岩国へ移駐するＫＣ－１３０の標準的な飛行回数 １９回

③ 岩国からグアムへ移駐するＣＨ－５３Ｄの標準的な飛行回数 △３０回

④ 今回示された再編後の１日の標準的な飛行回数 ３８９回

(4)Ｗ値７５以上の区域及びＷ値７０以上の区域の変動

「再編後のＷＥＣＰＮＬコンターとＫＣ－１３０等の移駐を考慮したＷＥＣＰＮＬ

コンターとの比較」（Ｐ１０）のとおり。

２ 分析結果
(1)１日の標準的な飛行回数の変動

１日の標準的な飛行回数は前回示された４００回から３８９回に減少する。この結

果、現状の３２６回から３８９回へ約１９％増加する。（ジェット機は変動なし）

前回示され 普天間 岩国 今回示され
現 状

区 分 た飛行回数 →岩国 →グアム た飛行回数
① ② ③ ④ ②＋③－④

標 準 的 な
３２６回 ４００回 １９回 ３０回 ３８９回

飛 行 回 数
う ち

１５０回 ２２８回 ０回 ０回 ２２８回
ジェット機
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(2)騒音予測コンターの変動

前回示されたものと比べ、Ｗ値７５以上の区域、Ｗ値７０以上の区域とも明らかな

変化は認められない。

(3)主な測定地点の騒音の状況

１地点で前回示されたものを下回ったほか、他の５地点では変動はなく、前回の「６

地点とも現状以下となる」等の分析結果に変わりはない。

年 間 Ｗ 値
測 定 地 点 現 状 沖合移設後・

沖合移設後
(平成16年度) 再 編 後

①岩国市三笠町 ７３ ７１ ７３(〃 )

②岩国市由宇町千鳥が丘 ７５ ６８ ７１(〃 )

③岩国市旭町 ８０ ７５ ７６(〃 )

④岩国市川口町 ７８ ７３ ７４(７５)

⑤岩国市尾津町 ８０ ７３ ７４(〃 )

⑥岩国市由宇町港 ７５ ７０ ７３(〃 )

※ （ ）内は前回示された数値

Ⅱ 低騒音機によるＮＬＰに関する事項

１ Ｃ－２によるＮＬＰについて

国からは「いわゆる低騒音機であるＣ－２の空母艦載機離発着訓練も岩国飛行場で

実施されるものと考えている」との説明を受けている。

２ 低騒音機によるＮＬＰの際の「ｄＢ（Ａ）コンター」について

(1)航空機騒音データ・飛行経路

騒音レベルはＥ－２Ｃと同レベルであり、飛行経路も同一である。

(2)７０dB(A)以上の区域

Ｅ－２ＣによるＮＬＰの場合とコンターは同様となる。

３ 分析結果

(1)Ｃ－２の騒音レベル

Ｅ－２Ｃと同様、離陸時では２㎞程度、着陸時では１㎞程度離れた地点で７０dB(A)

程度まで騒音レベルは減衰する。

(2)騒音値７０dB(A)以上の区域

前回示されたものと変動はなく、騒音レベルが７０dB(A)（航空機騒音として識別

される値）以上となるのは岩国基地内のみとなる。

(3)主な測定地点の騒音の状況

前回示されたものと変動はなく、ＮＬＰ実施による騒音値は最大でも５４dB(A)程

度にとどまる。
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Ⅲ 安全性に関する事項

１ 移駐予定の航空機の概要

今回新たに盛り込まれた移駐予定の航空機の内訳及び各機の諸元は次のとおりである。

ＫＣ－１３０ Ｃ－２

１２機 ２機

今回新たに盛り込まれた移駐予定機の諸元

区 分 ＫＣ－１３０ Ｃ－２

用 途 空中給油機 輸送機

全長・全幅・全高(ｍ) 29.8×40.4×11 17.3×24.6×5.28

重 量 49,780kg 26,082㎏

搭 載 エ ン ジ ン T56-A-15×4 T56-A-425×2

最 大 速 度 約602㎞/ｈ 約635㎞/ｈ

航 続 距 離 約1,900㎞ 約2,400㎞

乗 員 ５名 ４名

[出典]概要：米海軍ホームページ http://www.navy.mil/navydata/fact.asp
米海兵隊ホームページ http://www.hqmc.usmc.mil/factfile.nsf

２ 分析結果

(1)事故の発生状況
ア 移駐予定のＫＣ－１３０、Ｃ－２に係る事故件数等の状況は、次の表のとおり、

過去５年間(平成12年4月～平成17年10月）において、国内では墜落及び離着陸失

敗による事故は０件、部品落下及び物件投棄事故等は１件発生している。

イ これを全国の在日米軍の事故件数と比較すると、移駐予定の航空機の事故発生件

数の年平均は、墜落事故等０件、部品落下事故等１件となっており、これに対し、

全国の在日米軍の事故発生件数の年平均は、各々０.９件、５.１件となっている。

墜落事故等 (件) 部品落下事故等 (件)

機 種
移駐機 年平均 全 国 年平均 移駐機 年平均 全 国 年平均
① (①/5.5) ② (②/5.5) ③ (③/5.5) ④ (④/5.5)

KC-130 ０ １

C-2 ０ ０

計 ０ ０ ５ ０.９ １ ０．２ ２８ ５.１

※ 本表は、米軍から通報を受けたこと等により防衛施設庁が知り得たものである。

※ 平成18年５月22日に厚木基地所属のＣ－２（国からは艦載機部隊には所属しない

と聞いている）が起こした部品落下事故は含まれていない。

(2)飛行経路

ア 岩国基地沖合移設事業による改善

今回新たに盛り込まれた内容を踏まえて国からは、前回と同様の見解と安全対策

が示されている

イ 岩国日米協議会での確認事項の徹底

今回新たに盛り込まれた内容を踏まえて国からは、「岩国日米協議会の確認事項
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については、米側は認識しており、移駐後においても引き続き、考慮する旨の確認

が得られているところであり」、「今後とも、本内容が遵守されるよう米側の理解と

協力を求めてまいりたい」という説明を受けている。

また、由宇町上空の飛行については、「今回の日米間協議において確認されてい

る飛行経路は由宇町の海上部を通ることになっている。飛行機の運用上飛行コース

を正確に飛行することは限りがあるが、米側には飛行経路を遵守するよう申し入れ

てまいりたい」という説明を受けている。

(3)訓練実施場所

今回新たに盛り込まれたＫＣ－１３０について、国からは、「ＫＣ－１３０部隊は、

岩国飛行場及びその周辺においても一定の訓練等を実施することとなるが、他方で、

一部の航空機（２～３機）が海上自衛隊鹿屋基地に展開して離着陸訓練の他、鹿屋や

グアムに一定期間展開し、訓練空域等で空中給油訓練等を行うこととなる。このため、

岩国飛行場及びその周辺における同機の訓練や運用は限定されたものとなると考えて

いる。」という説明を受けている。

(4)航空機、新たな施設整備等、燃料輸送に係る全対策

今回新たに盛り込まれた内容を踏まえて国からは、前回と同様の安全対策が示され

ている。

Ⅳ 大気・水質への影響に関する事項

【大気への影響について】

１ 今回新たに盛り込まれた各航空機離着陸時の大気汚染物質（ＮＯx）の排出量

ＫＣ-１３０、Ｃ－２、ＣＨ－５３Ｄのエンジンから排出される大気汚染物質ＮＯx
（窒素酸化物）の離着陸１回当たりの機種別排出量は、次のとおりである。

（kg/機）

運 用 モ ー ド
機 種

ｱｲﾄﾞﾙ時 離陸時 上昇時 着陸時 合 計

ＫＣ－１３０ 0.97 0.42 1.68 0.99 4.07

Ｃ－２ 0.42 0.14 0.18 0.19 0.93

ＣＨ－５３Ｄ 0.15 1.86 1.13 3.15

出典：UnetedEnviromentalProtectionAgency,“ProceduresforEmissionInventory
PreparationVolumeⅣ:MobileSources”(December1992)
運用別所要時間は、当該資料のLTO標準時間を採用

【参考】移駐予定機のエンジン諸元

全 幅 全 長 重 量 離昇出力 圧縮機 燃料室
エンジン種別 機 種

(mm) (mm) (kg) (kgp) 種 別 種 別

ターボプロップ・エンジン KC-130 686 3,716 838 4,591 A 6C

C-2 686 3,716 861 4,591 A 6C

圧縮機種別：[A]＝軸流式

燃焼室種別：[A]＝ｱﾆｭﾗｰ型、[C]＝ｶﾆｭﾗｰ型またはｶﾝ型・数字は燃焼室の個数を示す。

出典：世界航空機年鑑1998（酣燈社）
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２ 分析結果

(1) 今回新たに盛り込まれた内容による排出量の変化

岩国基地に普天間基地からＫＣ－１３０が、厚木基地からＣ－２が移駐し、岩国基

地からグアムにＣＨ－５３Ｄが移駐することに伴うＮＯｘ排出量（ｔ／年）の変化は

次のとおりである。

区 分 機 種 機 数 ＮＯｘ(ｔ／年)

ＫＣ－１３０ １２機 ５．９０
岩国への移駐

Ｃ－２ ２機 ０．９３

岩国からの移駐 ＣＨ－５３Ｄ ８機 ▲４．７２

合 計 ２．１１

(2) 今回新たに盛り込まれた内容による影響

今回新たに盛り込まれた内容により増加するＮＯｘが岩国地域の大気に与える影響

については、平成１６年度の岩国地域の事業所、自動車、船舶から大気へのＮＯｘ排

出量が約５，５００t／年と推測され、前回の分析結果からの増加分はその約０．０４％

に当たり、最終的な増加分は前回の分析結果とほぼ同じ０．６％に当たる。

NOxの再編後の増加量 岩国地域の現状 増加率（％）
[ｔ／年]① [ｔ／年]② ①/②

３２.９２ 岩国地域のNOｘ排出量(全体・t/年)(16年度) ０.６０
(３０.８１) [事業所・自動車・船舶] ５,４８３.０ (０.５６)

岩国地域：旧岩国市・和木町・旧由宇町

上段はＫＣ－１３０の岩国移駐等を含んだ再編後の見込

下段（ ）書は前回示された内容により検討を行った際の数値

【水質への影響について】

１ 再編に伴う新たな施設整備・人員の増減

再編による施設整備や人員の増減については、次のとおりである。

新たに整備する施設 ・内容・数量等は現時点で不明。

人員増 空母艦載機 ・空母艦載機部隊 約1,900人
(厚木→岩国) ・家族 約1,700人（今後変動の可能性あり）

・コミュニティ・サポートに従事する民間人
約200人（若干の増加の可能性あり）

KC-130空中給油機 ・空中給油機部隊 約300人
(普天間→岩国) ・家族 確認中

・コミュニティ・サポートに従事する民間人
約40人（若干の増加の可能性あり）

人員減 海上自衛隊機 ・海上自衛隊員 約700人
(岩国→厚木） ・家族 約900人（今後変動の可能性あり）

CH-53D輸送ヘリ ・輸送ヘリ部隊 約180人
(岩国→グアム) ・家族 確認中
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２ 分析結果
(1) 施設整備に伴う排水について

「最終報告」に新たに盛り込まれた内容を踏まえ、国からは、「昨年１２月に回答

しているように、施設を整備することに伴う排水については、環境法令に基づき、適

切に処理された上で排出することとなる」という説明を受けている。

(2) 要員・家族等の増加に伴う排水について

国からは、現時点で明らかになった移駐に伴う要員、家族等の増減が示されている

が、未確認の部分もあり今後の変動も見込まれる。従って、再編後の要員・家族等の

増に伴う排水量等については、推測ができないが、国からは「(1)施設整備」と同様

に、「排水については、環境法令に基づき、適切に処理された上で排出することとな

る」という説明を受けている。

Ⅴ 事件・事故に関する事項

１ 米軍人・軍属による事件の発生状況
防衛施設庁から入手したデータによると、厚木基地、普天間基地に所属する米軍人等

による刑法犯罪の発生件数は次の表のとおりである。

年度 厚 木 基 地 普天間基地

１２ ３ ０

１３ １ ２

１４ ６ ２

１５ ３ ５

１６ １ ０

２ 事件・事故対策

国からは、「米軍人等による事件・事故は、起きてはならないものであり、当庁とし

ては、これまでも累次の機会に米側に対し、様々なレベルから米軍人等の教育及び安全

管理の徹底を図る等、事件・事故・犯罪の防止について実効ある措置を講じるよう強く

要請を行っているところである。今後も引き続き、米側に対し、綱紀粛正や再発防止の

ための取組を求めるなどその防止に一層の努力を求めてまいりたい」との説明を受けて

いる。

県としても平素からこのことについては要請を行っており、今後ともこれを続けてい

く必要があると考えている。


